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はじめに

公共事業をとりまく状況は厳しさを増してお

り，より良い品質の社会資本を整備し維持してい

くことがより一層求められている。これを実現す

るためには建設生産システムを構成する受注者・

発注者のそれぞれが責務を果たし，生産性向上の

取り組みを推進していくことが必要である。

中部地方整備局では，工事にかかわる一連の工

事執行プロセスを改善するべく，組織をあげて

「工事執行プロセス検討会」をはじめとするさま

ざまな取り組みを行っている。

生産性向上に向け実施している受注者との意見

交換会などからは，工事の基本となる設計成果の

品質が劣り，設計図書と現場の不一致が発生した

り，工法の見直しが必要となったりして，工事に

早期に着手できない，工事が一時中断するなど，

工事の円滑な執行や品質の確保に支障が発生して

いるとの問題点が出されている。

これらから，工事発注のもととなる設計成果の

品質低下が，現場の生産性を低下させ，ひいては

収益性をも低下させている実態が浮かび上がって

きた。

これを受け，中部地方整備局では，工事発注の

上流側にある設計段階において品質向上を図るこ

とが，工事段階の生産性を向上させることにつな

がると考え，設計業務委託の発注者と受注者であ

るコンサルタント側とが協力して，設計成果の品

質向上を図る取り組みを開始した。

取り組みの体制・進め方

設計成果の品質向上を図るには，設計にかかわ

る受発注者双方が問題に対する共通認識を持ち，

改善に取り組むことが必要であり，これによって

のみ，初めて実効をあげることが可能となる。

このため，まず受注者側の社団法人建設コンサ

ルタント協会中部支部と取り組みの体制・進め方

中部地方整備局における設計成果
品質向上の取り組みについて

図―１ 取り組み体制
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・現地調査不足 → 工法変更
・経験不足 → 施工法，仮設工が弱点
・受発注者の調整不足 → 結論遅延
・履行期間不足 → 精度低下，照査不足
・錯誤・思い違い → 単純ミス

図―２ エラー要因と発生事象
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について合意した後に，取り組みを開始した。

発注者側では，各事務所の副所長等を中心に体

制をつくり，受注者側からは建設コンサルタント

協会から推薦された管理技術者等が参画した。両

者で県ブロックごとに河川系と道路系のワーキン

ググループ（以下「WG」という）を設置した。

検討の題材としては，工事施工中に何らかの問

題が発生し，工事監理連絡会（中部地方整備局で

は三者会議を「工事監理連絡会」と呼んでいる）

を開催して対応を検討した案件を用いることと

し，WGごとに前年度までに完成した業務委託の

中から１課題ずつ選定した。

検討は，題材となった業務委託成果に対して，

工事施工時に発生した問題を確認し，この原因と

なった業務委託成果の問題点と，なぜ品質の劣る

成果品がつくられてしまったのか，その経緯や原

因などについて業務ごとに洗い出しを行った。

問題が発生した原因としては，「現地調査不足」

「経験不足」「受発注者の調整不足」「履行期間不

足」「錯誤・思い違い」などが挙げられた。ま

た，仮設関係や施工方法，施工計画において，現

地で採用が困難な設計がされているケースが多い

ことから留意すべき工種とした。

これらエラー要因と発生事象に対する改善策

を，発注者が実施すべきもの，受注者が実施すべ

きものの両面から検討を行い，改善策は直ちに実

行可能なもの，実施には準備などの時間を要する

ものおよび，制度変更を要するものなどに分類・

整理した。

これらの問題点が発生した経緯や原因などの洗

い出しや改善策の検討には，業務委託を発注した

事務所側，実際に設計を行ったコンサルタント側

の双方が客観的かつ真摯な姿勢で取り組んだ。

設計成果品質向上の具体策

抽出された改善策の中から効果が高いと思われ

る１５の対策を選び，さらにこの中から直ちに取り

組みが可能な「受発注者による現場合同踏査」

「出張所長，監督官などのコンサルタント打合せ

への参加（設計段階から関与）」「設計成果所内審

査会等の設置（設計審査会または施工審査会）」

「しごと十訓の携帯活用」の４項目については，

平成２１年度の下半期から幅広く取り組みを行うこ

ととした。

なお，改善策のうち「しごと十訓」は，受発注

表―１ 成果品品質向上の改善策

改善策（案）
国交
省

コン
サル

１ 受発注者による現場合同踏査 ○

２
出張所長，監督官などのコンサルタント
打合せへの参加（設計段階から関与）

○

３
設計成果所内審査会等の設置（設計審査
会，施工審査会）

○

４ しごと十訓の携帯活用 ○

５ 工事監理連絡会の活用促進 ○

６
技術力向上のため，現地講習会（見学
会）実施

○

７
社内検査室の設置，社内第三者によるチ
ェック体制

○

８
比較検討において経済性の観点のほか安
全性，確実性の観点にも十分配慮

○

９
設計時における不確定条件は施工時に確
認の必要性を成果に明記（代替案の可能
性など）

○

１０
社内の異なる設計部門間の情報共有体制
の確保，部署間の意見交換

○

１１
十分（適切）な工期，適切な発注時期の
設定

○

１２ 仮設工の照査の充実 ○

１３
施工条件（施工段取り）を施工計画図面
に明示し施工者に引継ぎ（図面で明示）

○

１４
施工経験豊富な照査技術者による照査，
施工現場をよく見る社内体制整備

○

１５ 施工に詳しい技術者と一緒に現地調査 ○
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者別に発注段階や設計段階で実施を確認すべき事

項や心構えについて，それぞれの担当者が携行し

て自己確認できるようWGにおいて簡潔にとりま

とめたものであり，仕事のプロセスを一定の形式

に当てはめることによってミスの発生を防ぐ効果

が期待されている。

品質向上の取り組みを実施

平成２１年度の下半期には，各ブロックの副所長

等が中心となり，担当する業務委託に対して，上

半期に抽出した４項目の改善策のうちできるもの

から実行することとし，対象を重要構造物に絞る

など事務所の状況も配慮しつつ，中部地方整備局

全体で８８件の設計業務委託において設計成果の品

質向上の取り組みを実施した。

内訳としては，�受発注者による現場合同踏査

（３７件），�出張所長，監督官などのコンサルタン

ト打合せへの参加（設計段階から関与）（４６件），

�設計成果所内審査会等の実施（設計審査会また

は施工審査会）（４８件），�「しごと十訓」の携帯

活用（３０件），�その他「十分（適切）な工期，

発注時期の設定」（３件）であった（同一業務委

託で取り組みの重複あり）。

これらの取り組みを行った発注者および受注者

からは以下の意見が出されている。

� 発注者側（副所長等）からの意見

発注者側からは，受発注者による現場合同踏査

や出張所長，監督官などのコンサルタント打合せ

への参加に効果を感じた意見が多かった。

受発注者が一緒に現地を見ることによって施工

上の問題点や課題についての共通認識を持てるこ

とや，直接現地の情報を得ることにより方針の決

定がすばやくできる点を評価する意見が多かっ

た。

� 受注者側（管理技術者）の意見

取り組みに参画したコンサルタントの管理技術

者にヒアリングしたところでは，特に現場の合同

調査の効果が大きいとの意見が多かった。これに

ついては，その場で方針が出ることや地元の情報

が出張所等から得られることなどから効果が大き

いと感じているとのことであった。さらに，今後

もぜひ実施すべきであり，技術提案に含めて積極

的に実施していきたいとの話もあった。

また，受発注者とも合同現地調査の課題として

は，副所長をはじめ多くの参加を要するため日程

調整が難しいことを挙げており，適切な時期に開

催できないケースもあった。また，短時間に状況

を説明し適切な判断を得るため，合同現地調査に

図―３ 設計成果の品質向上に向けた取り組みについて［Ｈ２２年度の取り組み］
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用いる資料作りに工夫が必要との意見もあった。

平成２１年度末に開催された工事執行プロセス検

討会において，これら取り組み成果を検討し，平

成２２年度からの設計成果品質向上の取り組みを拡

大することが決定された。

これにより，平成２１年度からの取り組みを継続

し改善策の試行および効果を検証することとな

り，現在，図―３の内容により建設コンサルタン

ト協会中部支部と合同で取り組みを実施してい

る。

具体的には，設計業務の進捗に合わせた「事前

準備」「設計条件確認」「設計基本方針確認」「設

計実施」「設計成果とりまとめ」の各業務プロセ

ス段階において�適正工期設定，�合同現地調

査，�設計審査会，�現場監督員等の参画，�業

務進捗状況共有，�コンサルタント等独自の取り

組み（a. 検査室や第三者を活用した照査，b. 独自

チェックシートを活用した照査，c. 設計時の不確

定条件を設計成果に明記（a～cを受注者が選択し

実施））の改善策を実施するもので，平成２２年度

は，２２事務所の６０業務を対象とし，うち２０業務は

�～�をパッケージで実施することとしている。

また，これら実施結果を踏まえ，可能な取り組

みから順次標準化に向けた準備を進める予定とし

ている。

おわりに

平成２１年度に実施した設計成果の品質向上の取

り組みは，受発注者ともおおむね好評であった。

これを受け，今年度も継続して取り組みを実施

している。平成２１年度に実施した成果品の品質向

上の取り組みによってつくられた設計成果は，工

事発注や施工などが十分に進んでいないことか

ら，工事受注者からどのような評価があるのかに

ついては未検証であり，今後のフォローアップが

必要である。

しかし，受発注者間のコミュニケーションを深

めることや現場との共通認識を持つことが，設計

成果の品質を向上させ，工事実施時点において現

場の生産性を向上させることにつながるとの認識

については，受発注者の双方に浸透しはじめてい

ると思われる。

現時点では，当面取り組み可能な施策を抽出し

ていることもあり，品質向上のさまざまな取り組

みに副所長が参画することが決め手になっている

感があり，副所長は多数の案件を抱えながら，す

べてについて適切な判断をしていくことが求めら

れる状況となっている。

受注者であるコンサルタント側では，資料を要

領よくまとめ，現地で副所長等に短時間で状況を

説明し適切な判断に資することが，良い成果品を

つくることにつながるとの考えを持っており，こ

れは発注者側における円滑な合同現地調査に向け

た準備が必要との考えと整合している。

また，現場をあずかる出張所長や監督官におい

ても，設計打合せや現場立ち合いに参加する機会

が増加していることから，最も効果的なタイミン

グで打合せに参加すべく検討を進める状況となっ

ている。

設計成果品質向上の取り組みのほかにもワンデ

ーレスポンスや三者会議など，建設生産システム

の生産性向上を目指した取り組みを今後も積極的

に進めていく必要がある。

現時点では発注者側の責任者が，多くの打合せ

や現地調査に参画し，適切な判断を適時にこなし

ていくことに負うところが多い状況であるが，効

率的に事業を進めていくためには，一部に過剰な

負荷が掛からないような仕組とすることが大切で

ある。

今後も，プロジェクト全体のマネジメントにさ

らに取り組むなどし，関係者協議など事業進捗の

段階ごとの検討が着実に積み上げられ，これによ

る設計，工事が進められるような体制づくりに今

後も取り組んでいくことが必要であり，設計成果

品質向上の取り組みについても，この中に組み込

んでいくことが大切である。
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